
ま
ず
始
め
に
、
企
業
年
金
に
関

わ
る
用
語
「
Ｄ
Ｃ
」
と
「
Ｄ

Ｂ
」
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

Ｄ
Ｃ
と
は
「
確
定
拠
出
年
金
」
の

こ
と
を
指
し
、
企
業
型
と
個
人
型

（
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
）
が
あ
り
ま
す
。
企

業
型
Ｄ
Ｃ
で
は
、
企
業
が
従
業
員
ご

と
に
毎
月
一
定
額
の
掛
金
を
拠
出

し
、
従
業
員
は
企
業
が
契
約
し
た
運

営
管
理
機
関
（
金
融
機
関
等
）
に
お

い
て
、
決
め
ら
れ
た
選
択
肢
の
中
か

ら
運
用
商
品
を
選
び
ま
す
。
従
業
員

の
退
職
後
に
受
け
取
る
年
金
給
付
額

は
、
そ
の
商
品
の
運
用
状
況
等
に
よ

っ
て
変
動
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｄ
Ｂ
は
、「
確
定

給
付
企
業
年
金
」
の
こ
と
を
指
し
ま

す
。
Ｄ
Ｂ
の
仕
組
み
は
、
第
一
に
従

業
員
が
退
職
後
に
受
け
取
る
年
金
給

付
額
が
確
定
し
て
い
て
、
企
業
が
必

要
な
拠
出
額
を
金
融
機
関
に
積
み
立

て
運
用
し
ま
す
。
Ｄ
Ｃ
と
の
違
い
は

運
用
リ
ス
ク
を
企
業
側
が
負
う
点

で
、
運
用
で
損
失
を
計
上
し
た
場
合

に
は
、
企
業
側
が
追
加
の
拠
出
を
す

る
こ
と
に
よ
り
補
填
を
し
ま
す
。

令
和
６
年
12
月
施
行
の
改
正
に
よ

り
、
Ｄ
Ｂ
等
他
制
度
に
加
入
す
る
者

の
企
業
型
Ｄ
Ｃ
お
よ
び
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

の
拠
出
限
度
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

月
５
・
５
万
円
の
限
度
額
枠
を
、
①

Ｄ
Ｂ
等
の
他
制
度
掛
金
相
当
額
、
②

企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
事
業
主
掛
金
額
、
③

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
掛
金
の
順
に
埋
め
て

い
く
形
で
す
。

な
お
「
Ｄ
Ｂ
等
の
他
制
度
」
に

は
、
Ｄ
Ｂ
（
確
定
給
付
企
業
年
金
）、

厚
生
年
金
基
金
、
私
立
学
校
教
職
員

共
済
等
が
該
当
し
ま
す
。

ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の 

拠
出
限
度
額
の
変
更

昨
今
の
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
加
入
対
象
者

の
拡
大
に
伴
い
、
企
業
年
金
制
度
に

加
入
し
て
い
る
会
社
員
間
の
公
平
を

図
る
必
要
性
が
高
ま
り
ま
し
た
。
現

行
の
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
掛
金
拠
出
限
度

額
は
、
国
民
年
金
の
加
入
区
分
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
図
表
１
）。

令
和
６
年
12
月
以
降
、
Ｄ
Ｂ
等
の

他
制
度
に
加
入
し
て
い
る
場
合
、
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
掛
金
拠
出
限
度
額
は
次
の

よ
う
に
算
出
し
ま
す
。

５・５
万
円

−（
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
事
業

主
掛
金
額
＋
Ｄ
Ｂ
等
の
他
制
度
掛
金

相
当
額
）

一
律
２
・
７
５
万
円
と
さ
れ
て
い

た
Ｄ
Ｂ
等
の
掛
金
が
、
Ｄ
Ｂ
等
の
制

度
ご
と
の
掛
金
相
当
額
と
さ
れ
、
拠

出
限
度
額
の
上
限
１
・
２
万
円
が
２

万
円
に
拡
大
し
ま
す
。

例
え
ば
、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
事
業
主

掛
金
額
が
１
・
５
万
円
、
Ｄ
Ｂ
等
の

他
制
度
掛
金
相
当
額
が
２
・
５
万
円

の
場
合
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
掛
金
拠
出

限
度
額
は
１
・
５
万
円
と
な
り
ま

す
。
改
正
前
の
限
度
額
は
１
・
２
万

円
で
す
の
で
、
０
・
３
万
円
拠
出
額

が
増
額
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
12
月

以
降
、
Ｄ
Ｂ
等
の
事
業
主
掛
金
相
当

額
が
２
・
７
５
万
円
よ
り
少
額
の
場

合
に
は
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
拠
出
で
き

る
額
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

反
対
に
事
業
主
掛
金
相
当
額
が

２
・
７
５
万
円
よ
り
多
い
場
合
、
企
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業
型
Ｄ
Ｃ
で
拠
出
で
き
る
額
が
小
さ

く
な
っ
た
り
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
最
低

掛
金
額
５
千
円
を
下
回
る
場
合
に
は

掛
金
を
拠
出
で
き
な
く
な
っ
た
り
す

る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

企
業
型
Ｄ
Ｃ
の

掛
金
限
度
額
の
変
更

令
和
６
年
12
月
以
降
、
企
業
型
Ｄ

Ｃ
の
掛
金
拠
出
限
度
額
に
つ
い
て
も

変
更
さ
れ
ま
す
。

現
行
で
は
、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
み
に

加
入
す
る
場
合
に
は
月
額
５
・
５
万

円
、
Ｄ
Ｂ
等
他
制
度
と
あ
わ
せ
て
加

入
す
る
場
合
に
は
一
律
月
額
２
・
７

５
万
円
で
し
た
。
そ
れ
が
Ｄ
Ｂ

等
他
制
度
と
併
用
す
る
場
合

は
、
次
の
よ
う
に
算
出
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

５・
５
万
円

−

Ｄ
Ｂ
等
の
他
制

度
掛
金
相
当
額

改
正
に
伴
う 

経
過
措
置
の
適
用

Ｄ
Ｂ
等
他
制
度
の
給
付
水
準

が
高
く
、
掛
金
相
当
額
が
２
・

７
５
万
円
よ
り
も
大
き
い
場
合

に
は
、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
拠
出
限

度
額
は
現
行
の
２
・
７
５
万
円

か
ら
減
少
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
そ
う
な
る
と
、
企
業
型
Ｄ

Ｃ
を
実
施
し
て
い
る
企
業
に
と

っ
て
は
、
拠
出
限
度
額
の
減
少

に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
労
使
合

意
に
基
づ
き
長
年
運
営
し
て
き

た
企
業
年
金
に
少
な
か
ら
ず
影

響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
影
響
を
考
慮
し
て
、

令
和
６
年
12
月
の
施
行
日
時
点
で
企

業
型
Ｄ
Ｃ
を
実
施
し
て
い
る
場
合

は
、
そ
れ
ま
で
の
拠
出
限
度
額
を
継

続
し
て
適
用
す
る
と
い
う
経
過
措
置

が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

Ｄ
Ｂ
等
の
他
制
度
掛
金
相
当
額
が

２
・
７
５
万
円
よ
り
大
き
い
場
合

（
例
え
ば
３
万
円
）、
企
業
型
Ｄ
Ｃ
の

拠
出
限
度
額
は
２
・
５
万
円
で
は
な

く
２
・
７
５
万
円
と
な
り
ま
す
（
図

表
２
）。

た
だ
し
、
経
過
措
置
は
恒
久
的
に

適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
企
業

型
Ｄ
Ｃ
規
約
に
お
け
る
事
業
主
掛
金

に
関
す
る
項
目
を
変
更
し
た
場
合

や
、
Ｄ
Ｂ
の
給
付
設
計
を
変
更
し
た

場
合
（
財
政
再
計
算
を
伴
う
場
合
に

限
る
）
に
終
了
し
ま
す
。

な
お
、
本
改
正
に
よ
り
加
入
時
に

提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
た
企
業
年
金

の
加
入
状
況
に
関
す
る
「
事
業
主
の

証
明
書
」、
お
よ
び
年
１
回
の
現
況

確
認
は
令
和
６
年
12
月
か
ら
廃
止
と

な
る
点
も
留
意
し
ま
し
ょ
う
。

●●●❷

●●●❸

図表１　iDeCoの掛金拠出限度額

図表２　DB等他制度と併用の場合の企業型DCの拠出限度額

加入資格 拠出限度額（現行） 拠出限度額（改正後）

第１号
被保険者

自営業者、農業者、学生、無職の
人

月6.8万円
任意加入
被保険者

受給資格期間を満たすため等の理
由で、60歳以降に任意加入する人

第２号
被保険者

会社員

企業年金がない 月2.3万円

企業 型 DC のみ加入
「月5.5万円−企業型
DC の事業主掛金額」

（最大月2万円） 「月5.5万円−（企業型
DC の事業主掛金額
＋ DB 等他制度の掛
金相当額）」（最大月
2万円）

企業型 DC と DB 等他制
度に加入

「月2.75万円−企業型
DC の事業主掛金額」

（最大月1.2万円）

DB 等他制度のみに加入 月1.2万円

公務員 月1.2万円 月2万円

第３号
被保険者

厚生年金に加入している第2号被
保険者に扶養されている配偶者 月2.3万円

区分 現行
改正後

DB 等の掛金相当額が
2万円の場合

DB 等の掛金相当額が
３万円の場合

企業型 DC の
拠出限度額 一律2.75万円 3.5万円（増額） 2.5万円（減額）

※経過措置2.75万円
合計 5.5万円 5.5万円 5.5万円（※5.75万円）
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